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●時間外労働は原則として月45時間まで

● ｢配偶者居住権」を新設

●インバウンド（訪日外国人客）の需要が大きく影響
　国税庁は平成30年7月2日、平成30年分の路線価を公表しました。全国の最高路線価は4,432万円／㎡であり、「東京都中央区銀座5丁目　銀座中央
通り（鳩居堂前等）」の4地点です。鳩居堂前は33年連続の全国最高となりました。
　大阪国税局管内においては、「大阪市北区角田町　御堂
筋（阪急百貨店前）」が1,256万円／㎡と、最高路線価を維
持しました。しかし、「大阪市中央区心斎橋筋2丁目　心
斎橋筋」が1,184万円／㎡となるなど、訪日外国人客で賑
わうミナミが、キタに迫る状況となっています。

　平成30年6月29日に、「働き方改革関連法」が可決・成立し、同7月6日に公布されました。正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律」といい、8本の労働法（労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、労働者派遣法、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、
雇用対策法、じん肺法）の改正を行う法律です。
　多様な働き方の実現や長時間労働の是正などを目指しており、「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方
の実現等」及び「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つを柱としていますが、その主な内容は次のとおりです。

平成30年分の路線価等を公表

働き方改革関連法が成立

民法改正（相続法）が成立

第５回どうなる!?
税理士　友松悦子

社　長●　弊社のケーキの店頭販売部門とホームページ販売部門の消費税の取

扱いで、分からないところがあるので、教えてください。

税理士●　どうぞどうぞ。何でも聞いてください。

社　長●　まず、店頭販売部門では、保冷剤が無料の場合と有料の場合がありま

す。無料の場合は消費税はどうなりますか？

税理士●　ケーキに無料で付ける保冷剤については、ケーキが飲食料品ですので、

消費税は軽減税率です。

社　長●　有料の場合の保冷剤は１つ50円ですが、これは軽減税率でしょうか？

税理士●　いえ、保冷剤は飲食料品に該当しないことから、軽減税率の対象では

なく、標準税率になりますね。

社　長●　うわー、細かく考えないといけないのですね。大変だ！

税理士●　そうですね。たとえ50円でも消費税率が異なりますので、分けて処理

しなくてはいけませんね。

社　長●　分かりました。がんばります！　では、店の入り口横に設置している

自動販売機のジュースですが、これは軽減税率ですか？

税理士●　はい。自動販売機によるジュースなどの飲食料品の販売は、飲食料品

を飲食させる役務の提供（外食）を行っているものではないことから、

飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。

社　長●　なるほど。飲食料品を飲食させる「役務の提供」か、飲食料品の「単

なる譲渡」かというところで、軽減税率の対象か対象とならないかが

分かれるということですね。

税理士●　そうです。

社　長●　よく分かりました。次に、ホームページ販売部門についてです。通信

販売でお菓子の詰め合わせを販売しているのですが、この販売は軽減

税率でしょうか。

税理士●　はい。通信販売であっても、お菓子は飲食料品ですから、飲食料品の

販売に該当し、軽減税率の対象となります。

社　長●　やっぱりそうですか。これはなんとなくそうかなぁと思っていました。

では、それを送る送料ですが、これは軽減税率になりますか？

税理士●　送料を別途請求するのであれば、送料は飲食料品ではないことから軽

減税率ではなく標準税率になります。ただし、送料を別途請求するこ

となく送料込みでお菓子を販売する場合は、お菓子が飲食料品に該当

することから、そのお菓子の販売については、軽減税率の対象となり

ます。

社　長●　なるほど。よく分かりました。これで安心して商売できます！　あり

がとうございました。

厚生労働省

★別途、料金を請求する保冷剤は標準税率。無料で保冷剤を付け

て飲食料品を販売した場合は、その飲食料品は軽減税率の対象。

★自動販売機による飲食料品の販売は、飲食料品を飲食させる役

務の提供（外食）を行っているのではないことから、軽減税率

の対象。

★ホームページなどでの通信販売であっても、飲食料品の譲渡の

場合には、軽減税率の対象。

★別途、料金を請求する飲食料品を送るための送料は標準税率。

別途、料金を請求しない送料込み商品の販売の場合で、その商

品が飲食料品であるときは、軽減税率の対象。

《ポイントの整理》

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人 納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

講義コース

通信コース・e－通信コース・通信セレクト・e－通信セレクト

履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務

講義コース 〈大阪・神戸教室〉（納税協会会員） 65,880円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 76,680円
通信コース・e －通信コース（納税協会会員） 52,920円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員） 10,800円(※）

　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 12,960円(※）

『大阪教室 夜間コース』
開催日時　2018年後期Ｂ　9月25日(火)～11月6日(火）
　　　　　　　　　　＋
　　　　　2019年前期Ａ　4月2日(火)～5月23日(木）
　　　　　(18：30～20：30、計54時間　27日間）

会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

＊2018年後期Ｂ＋2019年前期Ａ 大阪教室申込み受付中＊

常時受け付けています。

※　履修科目①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、学習したい科目を１～3科目まで選んでいただけます。

法務省

消費税課否判定・軽減税率判定
ハンドブック

平成30年7月現在

国税庁

　平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が可決・成立しました。
公布日は、平成30年7月13日です。 被相続人の死亡後も配偶者が自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」や、相続した預貯金の「仮払い制度」
を新設するなど、昭和55年以来となる大幅な改正を行っています。

　　時間外労働の上限規制
原則として月45時間・年360時間を上限とする。臨時的な特別な事情がある場合でも、単月100時間・年720時間・複数月平均80時
間を上限とする。

労働時間に関する
制度の見直し

　　中小企業における割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業に対する猶予措置を廃止する。

　　有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日は毎年時季を指定して与えなければならない。

　　高度プロフェッショナル制度の創設
高収入の一部専門職を労働時間の規制対象から外す。残業や休日出勤をしても労働者に割増賃金は支払われないが、使用者側には
労働者の健康を確保するため、年間104日以上の休日を確保することなどが義務づけられる。

　　勤務間インターバル制度の普及促進
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息を確保するよう努めなければならない。

勤務間インターバ
ル制度の普及

　　均等待遇の確保
有期雇用労働者について、正規雇用労働者と職務内容等が同一である場合、均等な待遇の確保を義務化。
派遣労働者について、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」又は「一定の要件を満たす労使協定による待遇」のいずれかの確保
を義務化。

不合理な待遇差を
解消

　　待遇差についての説明を義務化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容や理由等に関する説明を義務化。

平成30年分

大阪市北区角田町　御堂筋（阪急百貨店前） 1,256

大阪市中央区心斎橋筋2丁目　心斎橋筋 1,184

平成29年分

1,176

968

所　在　地
（単位：万円）

内　　容項　目 施 行 日

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、被相続人の死後も配偶者
が自宅に住み続けられるように、「配偶者居住権」を新設する。｢配偶者居住権」を新設 公布日から起算して2年

以内

結婚20年以上の夫婦に限り、被相続人から遺贈又は贈与された配偶者の自宅については、遺産分
割の対象から除外できるようにする。夫婦間の自宅の贈与等を保護 公布日から起算して１年

以内

遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が被相続人の預貯金を引き出せる制度を新設する。預貯金の仮払い制度の新設 同上

相続人以外の被相続人の親族（子の配偶者等）が、介護等で被相続人に対して貢献がある場合、
相続人に金銭を請求できるようにする。相続人以外の者の貢献を考慮 同上

平成30年版 源泉所得税の実務
上願敏来 編 ■A5判900頁／定価：本体 3,400円＋税
給与、利子、配当、報酬・料金等の源泉徴収の対象となるあらゆる所得を種
類別に分類し、複雑な源泉徴収の取扱いを「問答式」でわかりやすく解説。
日常の実務において直面する具体的な事例を取り上げ編集。

馬場則行 編 ■B5判224頁／定価：本体 2,000円＋税
損益計算書、貸借対照表の勘定科目ごとに各取引の判定事例を示して解読するとともに、
その判定結果が一目でわかるよう、○×式で解説。また、標準税率か軽減税率かの判定
を様々な取引を通してわかりやすく解説。

オール図解でスッキリわかる

社会保険・労働保険の事務手続
特定社会保険労務士　五十嵐芳樹 著 ■B5判576頁／定価：本体 3,600円＋税
社会保険・労働保険の多岐にわたる手続の最新の内容を、可能な限り「１項目１頁完結」
の形式で、わかりやすく簡潔に図表を用いて解説。

平成30年版

社長に“もしものこと”が
　 あったときの手続きすべて

ひかりアドバイザーグループ 編著 ■B5判224頁／定価：本体 2,000円＋税
中小企業の社長が、突然亡くなった場合の手続すべてを、「会社が行う手続」「遺族が行
う手続」に分け、図解・記載例を多く用い、コンパクトに見やすくわかりやすく解説。
また、社長自身の生前の対策として検討したい贈与や事業承継税制特例、相続関係の民
法改正についても、ふんだんに盛り込み詳しく解説。


